
厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

歯科医療従事者の働き方と今後の需給等に関する調査研究 

令和元年度 分担研究報告書 

性別・年齢階級別における歯科技工士の就業者率と 

今後必要な新規資格取得者数等に関する分析 

研究分担者 大島 克郎 日本歯科大学東京短期大学 教授 

研究代表者 三浦 宏子 国立保健医療科学院 国際協力研究部 部長 

研究分担者 田野 ルミ 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官 

研究分担者 則武加奈子 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部 助教 

A．研究目的 

近年，就業歯科技工士数は概ね 3万 5千人前後を推移しているが、高年齢層の増加と

若年層の減少傾向が著しい 1）ことから、将来的に大幅に減少することが予測される 2-4）。

また、歯科技工士養成機関の定員割れや閉校・閉科 5）なども、この状況を加速させると

みられる。こうした現況から，歯科技工士免許を取得した者の就業と定着が望まれるが、

特に若年層において、就業してから早期に歯科技工士としての職を離れる者が多数いる

研究要旨 

【目的】歯科技工士の若年層における就業者率を全国規模で示した報告はこれまでに認め

られない。そこで本研究では，公的データを二次利用して、わが国の歯科技工士の性別・年

齢階級別における就業者率を明らかにし、特に若年層の就業状況に焦点を当て検討するこ

とを目的とする。また、この結果を基に、歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新

規資格取得者数との関係について分析する。 

【方法】本研究に用いるデータは，「歯科技工士免許登録者数」と「就業歯科技工士数」と

の 2 種類である。まず、2018 年の性別・年齢階級別の就業歯科技工士数を同年の性別・年

齢階級別の歯科技工士免許登録者数で除して、性別・年齢階級別における歯科技工士の就

業者率を算出した。次に，2019～2028 年の間に新たに必要な就業歯科技工士数の推計値を

算出したうえで、歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新規資格取得者との等式

を仮定し、両者の関係を分析した。 

【結果】本研究の結果，2018年における歯科技工士 20歳代の就業者率は 47.9％であった。

歯科技工士免許登録者の各年齢階級のうち「24 歳以下」のみ、男性よりも女性のほうが多

かった。また、2019～2028 年の間に新たに必要な就業歯科技工士数を約 5,400 人と仮定し

た場合、今後、2021～2028 年の間に必要な 1 年あたりの新規資格取得者数は、たとえば、

現状値 47.9％では 1,203 人であり、40％では 1,483 人、60％では 921 人、70％では 760 人

であった。 

【結論】2018 年における歯科技工士の就業者率は 20 歳代では 47.9％であり、他の年齢階

級に比較すると高値であった。また、2028 年までの間に新たに必要とする就業歯科技工士

数を約 5,400 人と仮定した場合、新規資格取得者数を一定数確保することに加えて、20 歳

代などの若年層の就業者率をさらに高める対策を講じる必要があることが示唆された。特

に近年では、歯科技工士免許登録者の女性割合が増加していることから、女性の就業しや

すい環境整備という視点も含めた検討が必要である。 
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ことが指摘されている 6）。 

これまでに歯科技工士免許取得後の就業状況を調べた研究として、歯科技工士養成機

関の卒業者を対象とした報告がいくつかみられる 7-10）。しかし、これらの報告は一部の

養成機関で行われたものであり、全国的な規模で調べた報告は見当たらない。他方で、

全国の歯科技工士の就業状況について、歯科技工士免許登録者数と業就業歯科技工士数

のデータが公表されており、たとえば 2018 年時点では、免許取得者数 120,157 人に対

して就業者数は 34,468人（就業者率：28.7％）と報告されている 1,11）（図１）。しかし、

歯科技工士免許登録者数は性別・年齢階級別では公表されていないため、若年層などの

特定の年代の就業状況を把握することはできない。 

すなわち、以上のことを踏まえると、歯科技工士の若年層における就業者率を全国規

模で示した報告はこれまでに認められない。こうした現状にも関わらず、インターネッ

ト等において、歯科技工士若年層の就業や離職状況について根拠の不明確な情報が散見

される。とりわけ近年では、スマートフォンやタブレット型端末などの情報通信機器の

普及 12）に伴い、こうした情報のもつ影響は大きいことが懸念されることから、若年層

の就業状況の正確な実態を明らかにすることは大きな意義をもつ。 

そこで本研究では、公的データを二次利用して、わが国の歯科技工士の性別・年齢階

級別における就業者率を明らかにし、特に若年層の就業状況に焦点を当て検討すること

を目的とする。また、この結果を基に，歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする

新規資格取得者数との関係について分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 歯科技工士免許登録者数と就業者数の推移 

各年における歯科技工士全体の就業者率は把握することができるが、性別・年齢階級別の歯科

技工士免許登録者数が公表されていないため、若年層等の就業状況は把握することができない。 
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B．研究方法 

1．データソース 

本分析に用いるデータは、「歯科技工士免許登録者数」と「就業歯科技工士数」との

2種類である。 

歯科技工士免許登録者数のデータについては、前記のとおり登録者数全体の数値は公

表されているが、性別・年齢階級別の数値は公表されていない。このため、本研究の趣

旨が、厚生労働科学研究として歯科技工士関係施策に要する資料作成であることを踏ま

えて、厚生労働省から性別・年齢階級別の歯科技工士免許登録者数のデータ（2018 年

12月末時点）の提供を受けた。なお、歯科技工士免許は 1982（昭和 57）年に免許権者

が都道府県知事から厚生大臣（現：厚生労働大臣）に移管されており、本データについ

ても、同年以降の免許登録者情報を対象としている。 

一方、就業歯科技工士数のデータについては、衛生行政報告例（隔年報）1）の公表デ

ータを使用した。データは，2000～2018年における就業場所別・性別・年齢階級別の数

値を収集し、分析の目的に合わせてデータを加工した。 

なお、業務に従事する歯科技工士は、歯科技工士法に基づき、2年ごと（西暦の偶数

年）の 12月 31日現在における氏名・住所などを記した業務従事者届を都道府県知事に

届け出る義務がある。業務従事者届の結果は、衛生行政報告例（隔年報）1）において、

「就業歯科技工士」数として集計・公表されており、本稿においても同報告をデータソ

ースとした数値を示すときはこの用語を用いた。 

 

2．分析方法 

(1)2018 年における性別・年齢階級別の歯科技工士の就業者率 

2018 年の性別・年齢階級別の就業歯科技工士数を同年の性別・年齢階級別の歯科技

工士免許登録者数で除して、2018年における性別・年齢階級別の就業者率を算出した。

なお、2018 年の性別・年齢階級別の就業歯科技工士数のうち、55 歳以上の者について

は都道府県知事免許者も含まれることから、54歳以下の者を分析対象とした。 

 

(2)歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新規資格取得者数との関係 

まず、2028年における就業歯科技工士数の推計値（Ａ）と、2028年における 30歳以

上の就業歯科技工士数の推計値（Ｂ）をそれぞれ算出し、ＡからＢを減じることにより、

「2019～2028年の間に新たに必要な就業歯科技工士数」を算出した。 

Ａの算出方法については、近年の就業歯科技工士数（約 35,000 人付近を漸減傾向）

をわが国の歯科技工士数の適正数と仮定し、特に歯科技工士養成機関の閉校等が顕著 5）

になり始めた 2000 年以降のデータを使用して、推計値を算出することとした。近年の

就業歯科技工士数を適正数と仮定した理由は、歯科技工士の就業者率は 2018 年で

28.7％と低値であり、入職や離職が比較的自由であることによる。2000 年～2018 年の

データを用いて、単回帰直線と指数曲線により、2028 年の就業歯科技工士数の推計値

を算出した。 

Ｂの算出方法については、衛生行政報告例のデータを用いて大島らの報告 4）と同様に

コーホート変化率法により算出した。まず、就業歯科技工士の 10 年後の就業状況を分

析するため、2004年、2006年および 2008年の就業場所別・性別・年齢階級別の就業歯
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科技工士数について、それぞれ 2014年、2016年および 2018年での 10歳上の階級の数

値と比べ、前者の数値を 100として変化率（以下、「継続就業率」とする。）を算出した。

次に、これにより得られた 3 組（2004 年・2014 年、2006 年・2016 年、2008 年・2018

年）の就業場所別・性別・年齢階級別での継続就業率の平均値を算出し、直近公表値で

ある 2018年の就業場所別・性別・年齢階級別の就業歯科技工士数に乗じることにより、

2028年の就業歯科技工士数（30歳以上）の推計値を算出した。 

次に、前記により求めた 2019～2028年の間に新たに必要な就業歯科技工士数（5,400

人）を用いて、次の等式を仮定し、歯科技工士若年層の就業者率と、今後 2021～2028年

の間に必要とする 1年あたりの新規資格取得者数との関係を分析し、プロットして示し

た。 

なお、この分析にあたっては、2019 年・2020 年の歯科技工士国家試験は既に実施し

ているため、Dyは、y=2019では 798、y=2020では 838とした。また、2021～2028年の

変数は全て同一と仮定した。 

 

   𝑊 ∑ 𝐷𝑦 = 5,400

2028

𝑦=2019

 

  

W 

 y 

Dy 

:就業者率 

:西暦 

:y 年（3月）における歯科技工士国家試験合格者数※ 

   ※ 2019・2020年の歯科技工士国家試験は既に実施しているため，Dy は， 

y=2019では 798，y=2020 では 838 とした． 

なお，2021年～2028 年の変数は全て同一と仮定した． 

 

 

3．倫理的配慮 

 本研究に使用したデータは、就業歯科技工士数については既に公表されているデータ

を用いており、また、歯科技工士免許登録者数については厚生労働省から提供された性

別・年齢階級別の集計数のみを用いて分析している。このため、本研究はこれらの公的

データを二次利用した分析であり，倫理的配慮を要する内容は含まれていない。 
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C．研究結果 

1．2018 年における性別・年齢階級別の歯科技工士の就業者率 

表１は、性別・年齢階級別にみた歯科技工士の免許登録者数、就業者数および就業者

率である。また、図２は、前記の就業者率をグラフとして示したものである。特に 20歳

代の就業者率では、「24歳以下」においては男性 56.2％、女性 57.7％であり、「25～29

歳」においては男性 42.9％、女性 40.4％と、他の年齢階級に比較して高値を示してい

た。なお、20歳代の就業者率は 47.9％、30歳代 29.0％、40歳代 28.2％であった。 

 

表１ 性別・年齢階級別にみた歯科技工士の免許登録者数，就業者数および就業者率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a：厚生労働省から提供を受けた年代別・性別の免許登録者数データ（2018年 12月末時点） 

b：2018年衛生行政報告例（就業者数の 65-69歳の数値は「65歳以上」の者の数を示す） 

就業者率において、55歳以上の者は都道府県知事免許者も含まれるため対象外である（免許登録者データ

は，厚労大臣免許取得者を対象としているため、そこに登録されている最若年者は「55歳」となる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 性別・年齢階級別にみた歯科技工士の就業者率 

 

年齢階級 男性 女性 男性 女性 男性 女性

総数 56,123 26,412 27,658 6,810

25歳未満 1,505 1,633 846 943 56.2 57.7

25-29 2,577 2,056 1,106 831 42.9 40.4

30-34 4,961 3,279 1,775 854 35.8 26.0

35-39 6,339 4,502 1,990 924 31.4 20.5

40-44 8,955 4,917 2,903 953 32.4 19.4

45-49 9,821 4,493 3,315 779 33.8 17.3

50-54 9,856 3,423 3,434 549 34.8 16.0

55-59 8,840 1,794 4,513 464

60-64 2,284 188 3,770 325

65-69 692 79 4,006 188

70-74 212 34

75歳以上 81 14

就業者数(b) 就業者率(b/a)免許登録者数(a)
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2．歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新規資格取得者数との関係 

図３は、2000～2018 年のデータを用いて、単回帰直線と指数曲線により、2028 年の

就業歯科技工士数の推計値を算出したものである（単回帰式：y=-143.18x+323,031.27、

2028年では 32,658.5人、指数曲線：y=112,585,900.4e-0.004x，2028年では 32,769.9人）。

両者の結果を踏まえて、2028年の就業歯科技工士数（適正数）は、「32,700人」と仮定

した。 

 表２は、2004年、2006年および 2008年の就業場所別・性別・年齢階級別の就業歯科

技工士数を、それぞれ 2014年、2016年および 2018年での 10歳上の階級の数値と比べ、

前者の数値を 100として 10年後の継続就業率の平均値を示したものである。 

表３は、2018年における就業場所別・性別・年齢階級別の就業歯科技工士数のデータ

に対して、前記の継続就業率の平均値を乗じたものである。本分析の結果、2028年にお

ける就業歯科技工士数（30歳以上）は「27,300人」になることが予測された。 

すなわち、2028年の就業歯科技工士数の推計値（32,700人）から、2028年における

30 歳以上の就業歯科技工士数の推計値（27,300 人）を減じることにより、2019～2028

年の間に新たに必要な就業歯科技工士数は「5,400人」と仮定した。 

図４は、歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新規資格取得者数との関係を

示したものである。この分析結果から、今後 2021～2028 年の間に必要な 1 年あたりの

新規資格取得者数は、たとえば、現状値 47.9％では 1,203 人であり、40％では 1,483

人、60％では 921人、70％では 760人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 2000～2018年の就業歯科技工士数のデータを用いた推計（左：単回帰直線，右：

指数曲線） 

 

表２ 就業場所別・性別・年齢階級別にみた就業歯科技工士数（10年後の継続就業率の

平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級

2018年時→2028年時
歯科

技工所

病院・

診療所
その他

歯科

技工所

病院・

診療所
その他

25歳未満 → 30-34歳 130.6 152.6 125.7 80.8 81.5 124.8

25-29歳  → 35-39歳 109.1 85.1 130.2 90.8 68.1 77.4

30-34歳  → 40-44歳 108.0 75.8 107.7 111.3 82.8 106.7

35-39歳  → 45-49歳 103.2 79.7 88.7 109.4 88.7 84.0

40-44歳  → 50-54歳 100.1 79.4 108.5 104.3 89.7 74.4

45-49歳  → 55-59歳 95.5 76.4 88.9 85.4 81.5 76.7

50-54歳  → 60-64歳 87.7 64.2 75.7 83.8 60.6 58.9

55歳以上 → 65歳以上 61.3 41.9 34.3 58.6 42.4 33.3

男 女
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表３ 就業場所別・性別・年齢階級別にみた就業歯科技工士数（2018年実績値・2028年

推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 歯科技工士若年層の就業者率と今後 2021～2028 年の間に必要な 1 年あたりの新

規資格取得者数との関係 

  

歯科

技工所

病院・

診療所
その他

歯科

技工所

病院・

診療所
その他

25歳未満 731 109 6 30-34歳 955 166 8

25-29歳 892 193 21 35-39歳 973 164 27

30-34歳 1,394 345 36 40-44歳 1,506 261 39

35-39歳 1,539 410 41 45-49歳 1,589 327 36

40-44歳 2,217 632 54 50-54歳 2,219 502 59

45-49歳 2,450 813 52 55-59歳 2,340 621 46

50-54歳 2,518 870 46 60-64歳 2,209 559 35

55歳以上 9,295 2,801 193 65歳以上 5,701 1,174 66

計 21,036 6,173 449 計 17,492 3,775 316

25歳未満 672 261 10 30-34歳 543 213 12

25-29歳 539 275 17 35-39歳 489 187 13

30-34歳 488 353 13 40-44歳 543 292 14

35-39歳 487 424 13 45-49歳 533 376 11

40-44歳 512 427 14 50-54歳 534 383 10

45-49歳 429 333 17 55-59歳 367 271 13

50-54歳 304 239 6 60-64歳 255 145 4

55歳以上 589 376 12 65歳以上 345 160 4

計 4,020 2,688 102 計 3,608 2,027 81

2028年時

年齢階級

2028年就業者数（推計値）

男

女

性別
2018年時

年齢階級

2018年就業者数（実績値）
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D.考察 

1．2018 年における歯科技工士若年層の就業者率について 

本研究では、わが国初めての試みとして、2018年における性別・年齢階級別の歯科技

工士免許登録者数と就業歯科技工士数との 2種類の公的データを用いて、特に若年層の

就業者率に焦点を当て分析した。その結果、20歳代の就業者率は 47.9％であり、30歳

代 29.0％、40歳代 28.2％などの他の年齢階級に比較して高値であった。また、20歳代

の就業者率を性別・5歳階級別でみると、「24歳以下」では男性 56.2％、女性 57.7％で

あり、「25～29歳」では男性 42.9％、女性 40.4％と、若年のほうが高値であるものの男

女間の大きな差は認められなかった。 

就業歯科技工士数は、歯科技工士法に基づき業務に従事する歯科技工士を対象として

集計しており、衛生行政報告例 1）において公表されている。歯科技工士養成機関を卒業

し、資格を取得した者のなかには、専攻科などへの進学を選択する者も多数存在し 13,14）、

これらの者は学生としての身分に位置付けられ、まだ就業していないことから前記の届

出の対象とはならない。 

また、医療関係職種が法に基づき行う届出には、届出漏れの存在があると考えられ、

医師・歯科医師・薬剤師調査を用いて届出率を分析した報告によれば、この実態を明ら

かにしている 15,16）。歯科技工士では、業務従事者届の届出率などを分析した報告は過去

に認められないものの、他の職種同様に届出漏れの者は一定数存在すると考えられる。 

以上のことから、本研究における 20 歳代の就業者（47.9％）以外の約半数の者のな

かには、専攻科等へ進学した学生や届出漏れの者などが含まれていることが考えられる。

すなわち、歯科技工士の資格をもって就学・就業をしていない者は半数以下であると推

察される。インターネット等では歯科技工士の若年層の離職率は 7～8 割との指摘も見

られるが、2018年時点での公的データを用いた本研究結果とは大きく乖離していた。 

なお、医療関係職種の離職状況について、厚生労働省の報告 17）よれば、2016年 3月

に高校や大学等を卒業した者の就職後 3年以内の離職率は、新規高卒就職者が 46.5％、

新規大卒就職者が 39.0％であり、産業別分類のなかでも比較的高値を示している。こ

の調査報告では、雇用保険加入の届出状況により離職者を算出しているため、当該職種

を完全に離職したか否かの状況は判別できないが、少なくとも医療・福祉に関する職種

では、養成施設等を卒業し就業した後であっても、早期に離職等を選択する者が多いこ

とを示すものである。 

 

2．歯科技工士若年層の就業者率と今後必要とする新規資格取得者数との関係 

本研究から、2019～2028 年の間に新たに必要な就業歯科技工士数を約 5,400 人と仮

定した場合、今後，2021～2028 年の間に必要な 1 年あたりの新規資格取得者数は、た

とえば、現状値 47.9％では 1,203 人、60％では 921 人、70％では 760 人であることが

示された。 

歯科技工士国家試験の合格者数は、2015年度 1,104人、2016年度 987人、2017年度

902人、2018年度 798人、2019年度 838人と、2019年度では一旦増加したものの、2018

年までは毎年 100人規模での減少がみられる 18）。この背景には、昨今の歯科技工士養成

機関における入学者数の減少や、これに伴う閉校などがある 5）。こうした傾向はこの 20

年ほど続いており、今後も同様に減少傾向は続くと考えられる。 
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こうした現状と本研究結果を合わせて考えると、今後の対策として、新規資格取得者

数を一定数確保することに加えて、特に 20 歳代などの若年層の離職を防止し、就業者

率を少しでも高めることを第一義的に論じる必要性が示唆される。これまでの報告 7～10）

によれば、歯科技工士免許を取得し就業した後においても、早い段階で離職する者が多

数存在することを示しており、この理由として、「給与・待遇の面」「仕事内容への不安」

などがある。こうした背景から、厚生労働省で取りまとめられた「歯科技工士の養成・

確保に関する検討会報告書 6）」では、歯科技工士の就業状況改善の必要性を指摘してい

る。また、本研究から、特に近年では歯科技工士免許登録者の女性割合が増加している

ことから、女性の就業しやすい環境整備や CAD等のテレワーク 6）など、より時代のニー

ズに応じた対応も併せて求められる。 

 

3．本研究の限界 

 本研究の限界として、次の点が挙げられる。第一に、今回、性別・年齢階級別におけ

る歯科技工士の就業者率は 2018 年末での横断面をみており、一時点の実態を捉えたに

過ぎない。このため、過去の歯科技工士の就業者率に比べて、2018年における就業者率

の増減の程度は不明である。今後、性別・年齢階級別での歯科技工士の就業者率につい

て、時系列の推移を検証していく必要がある。 

 第二に、本研究では、近年の就業歯科技工士数をわが国の歯科技工士の適正数と仮定

し、この傾向に基づき、2028年の就業歯科技工士数 32,700人と推計した点である。実

際に、医療関係職種等の適正数を算出する場合には、需要推計と供給推計とを算出する

必要があるが、特に歯科技工士では需要推計を算出することが困難である。たとえば、

医師の需要推計では、医療需要（患者数・病床数等）あたりの医師数を算出し、このデ

ータを基準に分析している 19）。一方，歯科技工士では、補綴装置の製作数を需要として

捉えることができるが、政府統計データからは保険外診療のデータを把握することがで

きず 20,21）、また、歯科技工士の業務は補綴装置の種類や歯科技工所の規模などによって

多種多様であることから 10,22）、「補綴装置あたりの歯科技工士数」という単位は現場の

実態にそぐわず、解釈の困難な推計結果を導き出すことが危惧される。 

 加えて、本研究での就業歯科技工士数の推計にあたっては、CAD/CAMシステムなどの

技術の進展による業務効率化の影響は考慮していない。さらに，将来的に高齢層の減少

に伴い、若年層の就業定着の機会が一層高まる可能性も考えられ、就業歯科技工士数は

大幅な減少には至らない可能性もある。 

 今回、公的データを二次利用して、特に歯科技工士の若年層の就業状況に焦点を当て

分析したが、今後、歯科技工士の需給分析を進めていく際には、全国レベルに加えて地

域単位 23）での検証や、CAD/CAMシステムの活用による歯科技工士の仕事量の変化など、

多角的な視点から現状を把握していくことが求められる。 

 

E.結論 

 本研究から、以下の結論を得た。 

 2018年における歯科技工士の就業者率は 20歳代では 47.9％であり、他の年齢階

級に比較すると高値であった。 

 2028年までの間に新たに必要とする就業歯科技工士数を約 5,400人と仮定した場
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合、新規資格取得者数を一定数確保することに加えて、20歳代などの若年層の就

業者率をさらに高める対策を講じる必要があることが示唆された。 

 特に近年では、歯科技工士免許登録者の女性割合が増加していることから、女性

の就業しやすい環境整備という視点も含めた検討が必要である。 
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表４ 医療関係職種の養成機関数と入学定員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 医療関係職種の免許登録者数と就業者数等について 
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表４ 厚生労働統計協会：国民衛生の動向・厚生の指標 66：218，2019． 

表５ 免許登録者数（2018年末）：厚生労働統計協会：国民衛生の動向・厚生の指標 66：218-219，2019． 

   就業者数：診療放射線技師～臨床工学技士：厚生労働省・2017年医療施設調査 

        歯科衛生士～柔道整復師   ：厚生労働省・2018年衛生行政報告例 

   なお，就業者率は，就業者数を免許登録者数で除して算出し，参考として示した． 

 

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2018年

診療放射線技師 施設数 30 38 39 40 39 46 49

入学定員数 1,667 2,147 2,257 2,332 2,206 2,756 3,047

臨床検査技師 施設数 70 68 59 35 30 30 34

入学定員数 3,499 3,349 2,954 2,074 1,594 1,714 2,050

理学療法士 施設数 48 69 118 190 241 252 253

入学定員数 1,115 2,210 4,231 9,048 13,308 13,836 13,903

作業療法士 施設数 33 52 107 162 172 185 193

入学定員数 700 1,540 3,593 6,673 7,180 7,412 7,700

視能訓練士 施設数 4 11 15 22 24 29 27

入学定員数 150 345 500 952 1,183 1,313 1,289

言語聴覚士 施設数 － － 32 52 63 76 73

入学定員数 － － 1,125 2,065 2,606 3,121 3,023

臨床工学技士 施設数 11 17 28 36 45 49 49

入学定員数 602 794 1,294 1,917 2,315 2,610 2,457

歯科衛生士 施設数 132 135 135 146 157 159 170

入学定員数 7,145 7,338 7,284 8,040 8,111 8,666 9,581

歯科技工士 施設数 73 72 73 70 55 52 52

入学定員数 3,307 3,058 3,078 2,836 2,123 1,855 1,845

あん摩マッサージ指圧師 施設数 48 47 45 31 31 29 26

入学定員数 1,576 1,609 1,528 1,556 1,476 1,402 1,142

はり師 施設数 53 53 68 96 83 82 85

入学定員数 1,805 1,837 2,460 6,065 5,151 5,076 4,768

きゅう師 施設数 53 53 68 96 83 82 85

入学定員数 1,805 1,837 2,460 6,065 5,151 5,076 4,768

柔道整復師 施設数 21 21 42 78 102 110 104

入学定員数 1,050 1,050 2,190 7,049 8,787 8,807 7,629

免許登録者数 就業者数 就業者率（％）

診療放射線技師 86,195 54,213 62.9

臨床検査技師 198,638 66,866 33.7

理学療法士 161,468 91,695 56.8

作業療法士 89,890 47,852 53.2

視能訓練士 15,351 8,889 57.9

言語聴覚士 31,285 16,639 53.2

臨床工学技士 42,691 28,043 65.7

歯科衛生士 282,988 132,635 46.9

歯科技工士 120,157 34,468 28.7

あん摩マッサージ指圧師 195,632 118,916 60.8

はり師 177,373 121,757 68.6

きゅう師 176,231 119,796 68.0

柔道整復師 78,957 73,017 92.5
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